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○群馬県医学生修学資金貸与条例施行規則

平成二十二年三月三十一日規則第三十号

改正

平成二三年 三月三一日規則第一六号

平成二四年 三月 六日規則第二号

平成二九年 三月三一日規則第二二号

平成三一年 三月二二日規則第一五号

令和 二年 三月二七日規則第一九号

令和 六年 三月二九日規則第三〇号

令和 八年 三月二六日規則第ニ六号

群馬県医学生修学資金貸与条例施行規則をここに公布する。

群馬県医学生修学資金貸与条例施行規則

（趣旨）

第一条 この規則は、群馬県医学生修学資金貸与条例（平成二十二年群馬県条例第十三号。以下「条

例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

（用語の定義）

第二条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

（貸与対象者）

第三条 条例第二条に規定する生計を一にする者として規則で定める者は、次に掲げる者とする。

一 修学資金の貸与を受けようとする者と同一世帯の父母

二 修学資金の貸与を受けようとする者の所得税法（昭和四十年法律第三十三号）第二条第一項第

三十三号に規定する同一生計配偶者

三 前二号に掲げる者のほか、これらに類する者と知事が認める者

２ 条例第二条に規定する所得額は、過去一年間における所得税法第二編第二章第一節から第三節ま

での例に準じて算出した所得金額から知事が定める金額を控除した額とする。

３ 条例第二条に規定する規則に定める額は、千五百万円とする。

４ 条例第二条に規定する規則で定める県外出身者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

一 県外に所在する高等学校又は中等教育学校を卒業した者

二 県外に所在する通常の課程による十二年の学校教育又は専修学校の高等課程を修了した者

三 申請時に在学する国立大学法人群馬大学が設置する群馬大学に係る大学入学試験の出願時の
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住所が県外にあった者

５ 条例第二条に規定する規則で定める県内の病院は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

一 医療法（昭和二十三年法律第二百五号）第一条の五第一項に規定する病院で、独立行政法人国

立病院機構、国立大学法人法（平成十五年法律第百十二号）第二条第一項に規定する国立大学法

人又は医療法第三十一条に規定する都道府県、市町村その他厚生労働大臣の定める者が開設する

もの

二 医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令（平成十四年厚生労働省令第百五

十八号）第三条第一号に規定する基幹型臨床研修病院及び同条第二号に規定する協力型臨床研修

病院

三 前二号に掲げるもののほか、これらに類するものとして知事が認めるもの

（貸与の申請）

第四条 修学資金の貸与を受けようとする者（以下この条及び第六条において「申請者」という。）

は、修学資金貸与申請書（別記様式第一号）に次に掲げる書類（前年度から引き続いて修学資金の

貸与を受けようとする者にあっては、第二号、第三号及び第五号に掲げる書類）を添えて、知事に

提出しなければならない。

一 申請者の身分を証する書類

二 保証人となる者の身分を証する書類

三 申請者の修学状況を証する書類

四 条例第二条に規定する生計を一にする者の所得状況を証する書類

五 その他知事が必要と認める書類

（保証人）

第五条 保証人は、独立の生計を営む者でなければならない。

２ 修学生は、保証人が死亡したとき、又は破産手続開始の決定その他保証人として適当でない事由

が生じたときは、新たに保証人を選任し、速やかに連帯保証人変更願（別記様式第三号）を知事に

提出してその承認を受けなければならない。

（貸与の決定）

第六条 修学資金の貸与を受ける者の選考に当たっては、第四条の規定により提出された書類の審査

のほか、必要に応じて面接等による審査を行うものとする。

２ 知事は、前項の審査により修学資金の貸与の適否を決定したときは、修学資金貸与決定通知書（別

記様式第四号）又は修学資金貸与不承認通知書（別記様式第五号）により申請者にその結果を通知
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するものとする。

（貸与契約）

第七条 条例第三条第二項に規定する契約は、修学資金貸与契約書（別記様式第六号）によるものと

する。

（貸与の方法）

第八条 修学資金は、前条の契約に基づき、年一回、口座振替の方法により貸与するものとする。た

だし、特別の理由があると知事が認めるときは、この限りでない。

（削除）

第九条 削除

（修学資金の貸与の辞退）

第十条 修学生は、修学資金の貸与を辞退しようとするときは、修学資金貸与辞退願（別記様式第八

号）を知事に提出しなければならない。

（契約解除の通知）

第十一条 知事は、条例第六条の規定により契約を解除したときは、修学資金貸与契約解除通知書（別

記様式第九号）により修学生及び保証人に通知するものとする。

（医師少数区域の特例）

第十一条の二 条例第七条第一項及び第二項に規定する規則で定める区域は、桐生市、伊勢崎市、館

林市及び渋川市の全域とする。

２ 条例第七条第一項第二号に規定する規則で定める額は、修学資金の額に三分の二を乗じて得た額

とする。

３ 条例第七条第二項第一号に規定する規則で定める額は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額

を減じた額とする。

一 条例第七条第一項第一号に定める修学資金の免除額に三分の一を乗じて得た額に、業務従事期

間（業務従事期間が修学資金の貸与を受けた期間（条例第五条の規定により修学資金の貸与が行

われなかった期間を除く。以下この号において同じ。）を超える場合は、修学資金の貸与を受け

た期間）を修学資金の貸与を受けた期間で除して得た割合を乗じて得た額

二 条例第七条第一項第一号に定める修学資金の免除額に三分の一を乗じて得た額に、業務従事期

間を従事必要期間で除して得た割合を乗じて得た額

（特別の事情により業務に従事することができなかった期間）

第十二条 条例第七条第三項に規定する規則で定める特別の事情により業務に従事することができ
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なかった期間は、次に掲げる期間とする。

一 疾病又は災害により業務に従事することができなかった期間

二 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律（平成三年法律第七

十六号）第二条第一号に規定する育児休業、同法第二十三条第二項の育児休業に関する制度に準

ずる措置による休業、国家公務員の育児休業等に関する法律（平成三年法律第百九号）第三条第

一項の規定による育児休業又は地方公務員の育児休業等に関する法律（平成三年法律第百十号）

第二条第一項の規定による育児休業をした期間

三 学校教育法に基づく大学の大学院（医学を履修する課程に限る。）に在学した期間（在学中に

特定病院において医師としての業務に従事した期間を除く。）

四 外国の大学又は大学院、医療機関、研究機関等において医学に関する研修等に従事した期間

五 特定病院で実施する専門研修（臨床研修修了後の医師の専門的な知識及び技術の修得に係る研

修をいう。）のプログラムの一環として、特定病院以外の医療機関に勤務した期間

六 県の医療水準向上に資すると認められる専門知識を修得するため特定病院以外の医療機関等

に勤務した期間

七 前各号に掲げるもののほか、知事がやむを得ないと認める期間

２ 前項第三号から第六号までに規定する期間（同項第三号に規定する期間にあっては、大学院に在

学した期間）が、同項第三号及び第四号においては五年、同項第五号及び第六号においては三年を

超える場合は、条例第九条第二項第四号に該当するものとみなす。

３ 修学生は、業務従事期間が従事必要期間に達するまでの間に、第一項各号に掲げる期間を有する

こととなった場合には、業務従事中断期間報告書（別記様式第十号）により当該期間を知事に報告

しなければならない。

（返還債務の免除又は猶予の申請手続及び決定）

第十三条 条例第七条、第八条又は第十一条の規定による修学資金の返還債務の免除又は猶予を受け

ようとする者（次項において「免除等申請者」という。）は、それぞれ修学資金返還債務免除申請

書（別記様式第十一号）又は修学資金返還債務猶予申請書（別記様式第十二号）に免除又は猶予を

受けようとする事実を証する書類を添えて知事に提出しなければならない。

２ 知事は、前項の規定により提出された書類を審査し、修学資金の返還債務の免除又は猶予を決定

したときは、修学資金返還債務免除決定通知書（別記様式第十三号）又は修学資金返還債務猶予決

定通知書（別記様式第十四号）により免除等申請者に通知するものとする。

（返還の方法）
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第十四条 条例第九条の規定による修学資金の返還は、知事の発行する納付書により一括して行うも

のとする。

（届出）

第十五条 修学生は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める様式にその事実を証

する書類を添えて、十日以内に知事に届け出なければならない。

一 氏名、本籍若しくは住所を変更したとき又は保証人の氏名、住所若しくは職業に変更があった

とき 氏名等変更届（別記様式第十五号）

二 大学を卒業し、又は退学したとき 卒業（退学）届（別記様式第十六号）

三 大学を休学し、又は停学の処分を受けたとき 休学（停学）届（別記様式第十七号）

四 大学に復学したとき 復学届（別記様式第十八号）

２ 修学生は、大学を卒業した日の翌日から修学資金の返還の債務の全部を免除され、又は返還の債

務の履行を終える日までの間、毎年四月一日現在の勤務等の状況を現況届（別記様式第十九号）に

その事実を証する書類を添えて同月十五日までに知事に届け出なければならない。

３ 保証人は、修学生が死亡したときは、速やかに死亡届（別記様式第二十号）を知事に提出しなけ

ればならない。

（期間の計算方法）

第十六条 条例第七条第一項第一号に規定する業務従事期間の計算は、月数によるものとし、当該業

務従事期間に係る業務に従事した日の属する月から従事しなくなった日の属する月までを算入す

る。

２ 前項の規定により計算した期間に、休職又は停職の期間があるときは、当該休職又は停職の期間

の開始した日の属する月から、当該休職又は停職の期間の終了する日の属する月までの月数を同項

の規定により計算した期間から控除するものとする。

（添付書類の写しの提出）

第十七条 この規則の規定により申請書、届出書等に添付しなければならない書類は、その原本に代

えて、当該書類の写し（電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識する

ことができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをい

う。）を含む。）を提出することができる。ただし、知事が原本の提出を必要と認めるときは、こ

の限りでない。

（その他）

第十八条 この規則で定めるもののほか、修学資金の貸与に関し必要な事項は、別に定める。
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附 則

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

附 則（平成二十三年三月三十一日規則第十六号）

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び第三条の規定は、平成二十三年四月一日

から施行する。

附 則（平成二十四年三月六日規則第二号）

この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

附 則（平成二十九年三月三十一日規則第二十二号）

この規則は、公布の日から施行する。

附 則（平成三十一年三月二十二日規則第十五号）

１ この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。

２ この規則の施行の際現に提出されている改正前の別記様式第一号による書類は、改正後の同様式

により提出されたものとみなす。

附 則（令和二年三月二十七日規則第十九号）

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

附 則（令和六年三月二十九日規則第三十号）

この規則は、令和六年四月一日から施行する。

附 則（令和八年三月二十六日規則第ニ六号）

１ この規則は、令和八年四月一日から施行する。

２ 改正後の別記様式第一号、別記様式第三号、別記様式第六号、別記様式第八号、別記様式第十号、

別記様式第十一号及び別記様式第十二号の規定は、令和八年四月一日以後に修学資金の貸与を受け

た者について適用し、同日前に修学資金の貸与を受けた者については、なお従前の例による。
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別記様式第１号（第４条関係）
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別記様式第２号 削除

別記様式第３号（第５条関係）
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別記様式第４号（第６条関係）
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別記様式第５号（第６条関係）
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別記様式第６号（第７条関係）

別記様式第７号 削除
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別記様式第８号（第10条関係）
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別記様式第９号（第11条関係）
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別記様式第10号（第12条関係）
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別記様式第11号（第13条関係）
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別記様式第12号（第13条関係）
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別記様式第13号（第13条関係）
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別記様式第14号（第13条関係）
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別記様式第15号（第15条関係）
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別記様式第16号（第15条関係）
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別記様式第17号（第15条関係）
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別記様式第18号（第15条関係）
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別記様式第19号（第15条関係）

別記様式第20号（第15条関係）
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